
一般競争入札公示 
令和 ５年 ９月１３日 

事業実施主体 

静岡県浜松市西区篠原町 9254-2 

株式会社太洋サービス 

代表取締役 鈴木 裕司 

 

下記の委託業務について、静岡県における「令和５年度みどりの食料システム戦略交付金」の交付

決定に基づき一般競争入札を行うので、みどりの食料システム戦略交付金交付要綱（令和 4 年 4 月 1

日付け 3 環バ第 341 号農林水産事務次官依命通知）及びみどりの食料システム戦略推進交付金交付要

綱（静岡県）の規定により公示する。この委託業務の入札執行等については、関係法令に定めるもの

のほか、本公示により行うものとする。 

 

１．公 示 日   令和 ５年 ９月１３日 

２．入札執行者   株式会社太洋サービス  代表取締役  鈴木裕司 

３．担 当 者   株式会社太洋サービス  取締役    石塚典明 

〒431-0201  静岡県浜松市西区篠原町 26745-1 

４．業務内容等 

（1）業務名称  株式会社太洋サービス （仮称）浜松バイオパワー 新設事業 

都市計画法手続きに係るコンサルタント業務 

（2）施行箇所  静岡県浜松市西区篠原町 26745-1 

（3）業務概要  都市計画法手続きにあたり必要となる行政との協議への参加及び 

各協議資料の検討並びに作成 

（4）期  間  契約締結日から令和 6 年 2 月 25 日まで 

 

５．入札参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（1） 本業務における業務代理人として次の条件を満たす技術者を配置できる者。 

① 公告日の時点において 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有すること 

（2） 本業務における主任技術者として、公告日の時点において 3 か月以上の直接的かつ恒常的な 

雇用関係を有する技術者を配置できる者。 

（3）本業務において協議への参加及び資料作成が可能なこと。 

 

 

 

 



６．入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（1）地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第 167 条の 4 に該当しないこと。 

（2）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てが成されている者 

（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき再生手続き開始の申立が成されている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。） 

でないこと。 

 

７．仕様書の取得等 

お問い合わせに応じ、仕様書を交付する。 

（1）仕様書の不備の取扱い 

落札決定までにおいて、仕様書に不備（数量の誤り、費用の計上もれ等）を発見した場合は、

入札を取りやめる。 

ただし、当該仕様書の不備が軽微なものであって、公正な入札執行に支障がない場合は、仕様

書の一部を訂正し、入札を続行する。この場合において、入札参加者への電話連絡により仕様書

を訂正したことの周知を行う。 

（2）注意事項 

交付する仕様書については、本業務以外には使用しないこと。 

 

８．入札参加資格の確認等 

本入札の参加希望者は、次により入札参加申請書等を作成のうえ提出し、入札前に基本的な確認を 

受けなければならない。 

（1）入札参加申請書等について 

①  提出期間 

令和５年９月１３日から令和５年９月２２日までの午前 9 時から午後 4 時までとする。 

②  提出書類 

入札参加申請書（様式第 1 号）及び契約に係る指名停止等に関する申立書（みどりの食料シス

テム戦略推進交付金交付要綱別記様式第 2 号）、雇用関係が確認できる書類を添付すること。 

③ 提出方法 

申請書等の提出は、下記担当者宛てに紙による持参を原則とする。 

担当者：株式会社太洋サービス 取締役 石塚典明 

住 所：〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町 26745-1 

参加申請書等の提出期限は、申請書締切日の午後 5 時までとする。 

④ 確認結果 

申請書締切日から 1 日以内に通知する。 

 

 



（2）その他 

① 申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 申請書及び資料に用いる言語は日本語とする。 

③ 入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で

使用しない。 

④ 提出期限後における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

⑥ 提出された申請書及び資料は、公表しない。 

９．仕様書等に対する質問 

（1）仕様書に対する質問がある場合においては、次により質問すること。 

①  提出方法 

質問書（様式自由）を持参により提出すること。 

②  受付期間 

令和５年９月１３日から令和５年９月２２日までの午前 9 時から午後 4 時までとする。 

（2）（1）の質問に対する回答書は縦覧に供する。 

①  縦覧期間 

開札日の前日の午後 5 時まで 

②  縦覧場所 

株式会社太洋サービス ウェブサイト 

http://taiyo-ser.com/ 

 

１０．入札方法、入札執行の場所等 

（1）入札、開札の日時 

令和４年９月２６日（火） 午前９時３０分 

（2）入札、開札の場所 

〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町 26745-1 株式会社太洋サービス 2 階会議室 

（3）その他 

①  落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、 

見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

②  入札執行回数は、2 回を限度とする。 

③  郵送等による入札は認めない。 

④  代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。 

⑤  入札執行に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の申請書（受付印のあるも 

の）の写しを持参すること。 



⑥  入札執行開始時間の 10 分前に入札会場に集合すること。 

⑦  入札会場には、各者 1 名のみ入室とする。 

 

１１．内訳書 

必要 

 

１２．開札 

開札は９の（2）に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立

ち会わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、立会いを省

略する。 

 

１３．入札の無効 

この公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び仕様書等に示した

条件その他の入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確

認された者であっても、確認の後、指名停止措置等を受けて入札時点において、５に掲げる資格

のない者のした入札は無効とする。 

 

１４．落札者の決定方法 

（1）落札候補者 

予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。 

① 最低制限価格：なし 

② 調査基準価格：なし 

（2）落札者 

落札候補者が入札参加資格を有している場合には、落札候補者を落札者として決定する。なお、

落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合、または落札候補者が提出期日ま

でに資料を提出しない場合は、落札候補者が行った入札を無効としたうえで、次順位者を落札候

補者とし、入札参加資格の有無の確認手続を行う。 

 

１５．再度入札 

開札の結果、落札候補者が決定しないときは、再度入札を 1 回に限り実施する。（再度入札に  

参加できる者がいないときを除く。）初度の入札において決定した全ての落札候補者が入札参加資

格を有しなかった場合であって、再度入札に参加できる者がいる場合も、再度入札を実施する。 

 

 

 

 



１６．不落随意契約への移行 

再度入札を実施した結果、落札候補者が決まらないときは、有効な入札をした者の中で最低価 

格の入札者から見積書を徴する。この場合において、入札執行者は、見積書を徴する前に当該者

の入札参加資格の有無を確認することがある。 

 

１７．入札保証金及び契約保証金 

（1）入札保証金：免除 

（2）契約保証金：免除 

 

１８．契約書の作成 

契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。 

 

１９．支払条件 

（1）前払金：なし 

（2）部分払：なし 

（3）完了後：支払い 

 

２０．その他 

（1）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（2）指定の申請書及び入札書等関係書類を使用すること。なお、様式指定がない書類については、

この限りではない。 

（3）その他不明の点については、担当者（株式会社太洋サービス 取締役 石塚典明  

 〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町 26745-1 電話番号 053-447-4640）に確認すること。 


